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（４）お客様サービス
　お客様の利便性の向上を図るため、口座振替や金融機関での納付を始めとして、コ
ンビニエンスストアでの納付、クレジット払い及び LINE Pay 請求書支払を導入し料
金収納サービスの多様化に取り組んでまいりました。
　また、経営の効率化とお客様サービスの向上を図るため、平成１９年１月にお客様
センターを開設し、検針・開閉栓・水道料金収納及び相談窓口等の業務を民間委託に
より行っております。
　さらに、休日や祝日及び平日夜間における道路上の漏水や家庭での水道トラブルの
通報のために、警備会社を窓口とした緊急時などの連絡体制を整えております。
　今後、お客様のニーズが多種多様化となることも含め、更なる利便性及びサービス
の向上に努めなければなりません。
　次のグラフは、無作為抽出３‚０００件によるアンケート調査を平成３０年１０月、
１１月に実施し、回答数１,１２９件の集計結果となっております。

　アンケート結果では、どちらともいえないを含めると、おいしさに対する満足度は
６⒋４％、安全性に対する満足度では７⒉４％となり、おおむね満足していただいて
いる結果となっております。

※(　)内は、件数を表示

※(　)内は、件数を表示

【おいしさに対する満足度】

【安全性に対する満足度】
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課　題
・災害対策への取組
・水質管理体制の強化
・サービス水準の向上
・お客様ニーズの把握
・渇水による対応
・ＩＴ活用の向上

【広報活動に求めること】

【水道部への要望や期待すること】
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第4章　未来へ向けての課題第4章　未来へ向けての課題
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課　題
・料金収入の停滞への対応
・財政収支と投資額を見通した経営バランスの維持
・有収率の向上

（５）経営環境
　これまで、経営基盤の強化及び事業の効率化を図り関宿台町浄水場の休止、浄水場
運転管理業務や検針・開閉栓・水道料金収納及び相談窓口等の民間委託など経費の縮
減に取り組んできました。
　これからの水道事業の経営は、人口減少や節水意識などにより水道料金の大幅な増
加が見込めない状況の中、安全でおいしい水を供給するために老朽化した施設の更新
事業及び耐震化事業など多額の費用が見込まれ、経営環境はますます厳しさを増して
いきます。
　このように、今後も厳しい経営環境が予測される中、現行の水道料金を据え置くこ
とを前提として財政収支を検証するとともに、経営基盤の強化を図り経営バランスを
維持していくことが求められております。

　令和２年度から令和１６年度までの水道料金収入は、老朽管の布設替及び漏水防止
対策により有収率が向上することを加味し横ばいから微増と見込んでおります。
　なお、水道料金は現在の料金で算定しております。
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第5章　野田市水道の目指す将来像第5章　野田市水道の目指す将来像

第
五
章

第
五
章
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第5章　野田市水道の目指す将来像第5章　野田市水道の目指す将来像
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　本市の水道事業は、水道法の目的を踏まえ「清浄にして豊富低廉な水の供給を図る」
ことを水道のあるべき姿とし、昭和５０年４月の給水開始以来、人口の増加や市勢の
発展に伴う水需要の増加に対し、安全で安心できる水道水の供給に努め、市民の皆様
の生活を支えてまいりました。
　水道水は市民の皆様の生活に欠かすことのできない生命を育む水であるとともに、
特に非常時においては命を救う水であるため、いかなる時も途絶えることなく水道水
を届けることが果たすべき使命であると考えており、その信頼に応えられるものでな
ければなりません。
　前水道ビジョンの「野田市水道事業長期計画」では、この水道法の目的を踏まえ将
来にわたって安全で快適な水を安定的に供給できる水道とし、いつでも市民が安心し
て使用できる水道を目指してまいりました。
　しかしながら、時代の移り変わりとともに生活スタイルの変化や節水型機器の普及
などに加え、人口減少に伴う水需要の減少傾向が続く一方で、老朽化の進展に伴う更
新需要は加速度的に増大し、これまでに経験したことのない厳しい事業環境の中での
運営を余儀なくされております。
　将来にわたってお客様に安心して水道をご利用いただくためには、人口減少による
料金収入の減少、水道施設の老朽化による水道クライシスの高まりに加え、過去の経
験や想像を超える自然災害の脅威など、直面する課題やリスクに対応し続けることが
できる水道とする必要があります。
　その実現のため野田市の水道が次世代やその次の世代、さらにその先の世代へと遠
い未来まで、安全で良質な水道水を安定的に供給できる安心水道であり続けるため「未
来構想　水道ビジョン野田」において目指す将来像を「未来を拓く　くらしを支える
水　～次世代へとつなぐ安全でおいしい水を未来まで～」と設定し、その実現に向け
全力で取組を進めてまいります。

５．１　将来像

将 来 像将 来 像将 来 像将 来 像

未来を拓く　くらしを支える水未来を拓く　くらしを支える水
～次世代へとつなぐ安全でおいしい水を未来まで～～次世代へとつなぐ安全でおいしい水を未来まで～
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５．２　基本目標

（１）いつでも水をおいしく飲める【安全】な水道

　水源水質の監視や水源上流域の関係機関との情報共有、北千葉広域水道企
業団及び構成団体との連絡体制の強化を図り、いつでもどこでも、安心して
水をおいしく飲める水道を目指します。
　また、水源から給水栓までの水道システム全体において、徹底した水質管
理により、水の安全性や快適性の確保など、良質な水道水の供給に努めます。

（２）健全かつ安定的な事業運営及び水道サービスの【持続】可能な水道

　いつでも安心・安全な水の供給を持続していくためには、将来の需要予測
を踏まえて適正な施設規模での更新、更新サイクルの見直しによる施設の長
寿命化、適正な料金水準の設定などが必要となります。
　今後、長期的な資産管理の実践と財政収支の見通しなどにより総合的に管
理し、給水人口や給水量が減少した状況においても、健全かつ安定的な事業
運営が可能な水道を目指します。
　また、事業内容について分かりやすい情報を提供するための広報活動の充
実とお客様サービスの向上に努めます。

（３）災害に強く不測の事態にしなやかに対応できる【強靭】な水道

　自然災害などにより水道施設に被害が生じた場合でも、迅速かつ的確に対
応できる応急活動体制や復旧体制の整備を進め、災害に強く不測の事態にし
なやかに対応できる水道を目指します。あわせて、老朽化した施設の計画的
な更新及び災害時の危機管理体制の強化に加え、断水時の水供給できない不
測の事態においても、最低限の飲料水を配給できるリスク管理型の水管理に
よる水供給システムの徹底強化を図ります。
　また、災害時や緊急時において給水するための配水池容量の拡大や応急給
水設備等の確保に努めます。
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５．３　施策体系図

お客様
お客様

配水管の計画的な更新
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耐震管による配水管の整備

新たな配水施設の整備

水質検査

水源の江戸川高度浄水処理（北千葉広域水道企業団）

お客様対応 安全でおいしい水道水

第6章　基本目標実現のための主要施策第6章　基本目標実現のための主要施策

第
六
章

第
六
章
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第6章　基本目標実現のための主要施策第6章　基本目標実現のための主要施策
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六
章

将来像『未来を拓く くらしを支える水』

　「未来構想　水道ビジョン野田（経営戦略）」では、将来像を実現
するために、３つの基本目標【安全】、【持続】、【強靭】ごとに主要
施策を整理し、事業展開を図ります。
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第6章　基本目標実現のための主要施策第6章　基本目標実現のための主要施策
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安
全
安
全

第
六
章

いつでも水をおいしく飲める
【安全】な水道

野田の

すいっぴー
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６．１　いつでも水をおいしく飲める【安全】な水道

★各種情報を中根配水場で一元管理

★セキュリティ管理の強化

★運転管理の迅速化

⑩  セキュリティ対策の充実など
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北千葉広域水道企業団 オゾン処理施設

北千葉広域水道企業団 生物活性炭処理施設

……………………………………76

………………………………………77
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（１）水質管理体制の強化

　いつでも安全な水道水の供給を持続的に確保するために、同水系流域の関係者との
連携を図り、水源水質の監視に取り組みます。
　本市の上花輪浄水場は、利根川水系江戸川の表流水を水源としているため、河川水
量減少による水質の悪化や油類・化学薬品流出等の水質汚染事故、豪雨による原水濁
度の上昇、魚卵の大量発生などの水道水へのリスクが多く存在しております。
　今後も同水系流域の関係者及び北千葉広域水道企業団、水道事業体との連携を密に
するとともに、水源水質の監視を強化し最大限のリスク回避策を講じます。

◆同水系流域の関係機関等との情報共有◆【継続】
　江戸川流域浄水場事務連絡会及び利根川下流ブロック技術担当連絡会への参加によ
り、水質や施設についての情報交換を図ります。
　また、同水系流域の水道事業体等との連携による情報収集に努めます。

◆北千葉広域水道企業団との連絡体制の強化◆【継続】
　野田市の上花輪浄水場の水源は、北千葉広域水道企業団の水源より上流にあるため、
水質悪化のおそれがある原因事象が発生した場合には、江戸川表流水の採水など相互
の協力や連絡体制の強化を図ります。

主要施策①：水源水質の監視
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　現在、水道水の安全性は日々の浄水処理及び消毒効果の確認並びに定期的に水道法
に定められた水質検査を実施することによって確保されております。
　これらの取組に加えて、水源から給水栓に至る水道システムに存在する危害原因事
象を的確に把握し必要な対応をとることにより、リスクが軽減され安全性の向上が図
れます。
　本市の水質管理は、「水質検査計画」に基づく検査項目及び検査頻度を設定し、北千
葉広域水道企業団への委託による水質検査を行い、安全な水作りに万全を期しており
ます。
　なお、水道法に定められた「水質基準項目」に加え、より質の高い水道水とするた
めの指標となる「管理目標設定項目」や「農薬類」についても検査を実施しております。

◆水質検査の充実◆【継続】
　水道法に定められた水質検査及び「管理目標設定項目」や「農薬類」について、下
表水質検査計画のとおり実施します。

主要施策②：水質検査の充実と強化

水質検査計画
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◆水質検査協力体制の強化◆【継続】
　現在、実施している共同水質検査以外に、消毒副生成物であるトリハロメタンの監
視を図るため、北千葉広域水道企業団との協力体制の強化を図ります。

◆水質検査機器の整備◆【継続】
　水質基準項目の追加などがあった場合には、基準に対応できる水質検査機器を速や
かに整備します。
　また、水質分析精度の維持確保のために、水質検査機器の保守及び更新を計画的に
実施します。

北千葉広域水道企業団水質検査のようす
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　「おいしい水」とは、味覚そのものに加えてニオイも一緒に感じていて、おいしさの
個人差は、とても大きいものです。
　「おいしい水」の要件として、昭和６０年に厚生省（当時）の「おいしい水研究会」が、
一応の目安として水質的な要件を取りまとめております。
　野田市においても「おいしい」とされる水質目標値を設定し、その実現に取り組み
ます。

◆おいしい水づくり計画◆【新規】
　「おいしい水研究会」及び他の事業体が示した「水質目標値」を参考に、野田市独自
の「おいしい水の水質目標値」を設定し、より安全でおいしい水道水の供給に取り組
みます。

主要施策③：安全でおいしい水の供給持続

「おいしい水研究会」の水質項目及び水質基準

野田市独自の「おいしい水」の水質目標値
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　トリハロメタンは、消毒に用いる塩素と原水中の有機物が反応してできる物質で、
クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムの各
濃度の合計を総トリハロメタンと呼びます。
　なかでもクロロホルムは発がん性物質であることが明らかとなっておりますが、水
質基準では生涯飲み続けても人体に影響がないレベルをもとに設定されております。
　引き続き、トリハロメタンの監視を続けるとともに、トリハロメタンが発生しにく
い対策の実施を含め、トリハロメタン低減化を図る取組を実施します。

◆浄水処理用薬品の改善による江戸川原水の有機物除去率の向上◆【継続】
　上花輪浄水場においては、平成２９年度から浄水処理用薬品を変更したことにより、
それまで使用していた浄水処理に比べ有機物除去率が向上したことに加え、薬品費も
４０％削減となったため継続して実施します。
　また、新たな浄水用薬品が開発された場合には迅速に情報を入手し、実用化に向け
て検証・検討します。

主要施策④：トリハロメタン低減化対策
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◆中間塩素処理による塩素注入率の低減化◆【新規】
　上花輪浄水場における浄水処理方法として、平成２７年度より新たに実施した中間
塩素処理により水道水の水質が向上しております。
　今後も中間塩素処理を継続するとともに、後次亜塩素の注入率の低減化を図ります。

◆トリハロメタン低減化の実施◆【新規】
　配水管路末端の残留塩素濃度を注視するとともに、浄水・配水場の塩素注入量の低
減により、トリハロメタン低減化を図る取組を実施します。

◆ドレン作業等によるトリハロメタンの低減化対策◆【新規】
　水道水の停滞時間が長いほどトリハロメタン濃度が上昇する傾向にあるため、行き
止まり管路について排泥栓からのドレン作業を定期的に実施し、トリハロメタン濃度
の低減化を図ります。
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　水安全計画は、水源から給水栓に至るまでの各過程において、想定される様々なリ
スクを分析・評価し、リスクごとに必要となる対策を講じ、安全な水を確実に供給す
る総合的な水質管理システムで、常に信頼性の高い水道水を供給し続けるための水道
システム全体を包括する計画であり、安全性の向上、維持管理の向上・効率化等の効
果が期待されます。
　本市では、水安全計画を平成２８年度に策定し運用しておりますが、水安全計画の
実施状況について毎年検証を行い必要に応じて見直しを行うとともに、厚生労働省の
「水安全計画ガイドライン」の改正に合わせた見直しも実施します。

◆水安全計画の運用◆【継続】
　水安全計画の適切な運用により水質管理体制が強化され、水質リスクを伴う多様な
事態に対して迅速かつ柔軟に対応します。

主要施策⑤：水安全計画の適切な運用

　野田市では、表流水を水源とする上花輪
浄水場と地下水を水源とする東金野井浄水
場ごとに水安全計画を策定しています。
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◆水安全計画の見直し◆【継続】
　上花輪浄水場・東金野井浄水場別に策定した水安全計画について、危害原因事象の
発生頻度による水質監視体制や浄水処理方式の変更等に応じて見直しを実施します。

水の流れ

①発生頻度 ②影響程度リスクを分析

リスクを評価

水源管理

対応方法の
決定

リスクレベル1 設備点検・修理・貯水槽清掃

リスクレベル2 施設点検・修理・適切な薬品注入・活性炭注入・管洗浄

リスクレベル3 情報収集・適切な薬品注入・活性炭注入・取水停止

リスクレベル4 取水停止など

リスクレベル5 給水停止など

油流出などによる
水質汚染

浄水管理

老朽化などによる
設備機器の故障

給・配水管理

地震などによる
水道管の破損

水質管理

停滞水による
残留塩素濃度の低下

想定される
様々なリスク

取るに
足らない

考慮を
要す

やや
重要

重要 甚大
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　安全で良質な水道水を供給するためには、浄水場から蛇口までの水道管内の水質管
理が重要となります。
　管内に留まる時間が長い停滞水ほど、消毒効果の低下や経年化した管路からの濁水
の発生など水質への影響があります。
　また、管布設後、長期間経過した水道管は、管の内面の鉄さびなどにより濁り水が
発生することがあります。
　そのため、停滞水の除去や洗管作業等を計画的に実施し、良質な水質の安定確保に
努めます。

◆水道末端水質の管理◆【継続】
　今後も各浄水・配水場の給水区域末端の市内５地点の給水栓において水質検査計画
で定める水質検査を引き続き実施し、基準以下の安定した水質を維持します。

◆行き止まり管路の水質向上策の強化◆【新規】
　行き止まり管路について排泥栓からのドレン作業を定期的に実施し、良質な水質の
確保に努めます。

主要施策⑥：安全で良質な水質の確保
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◆計画的な洗管作業による水質向上策の強化◆【継続】
　停滞しやすい管路の水質向上のために、末端に近い有効な地点からの洗管作業を計
画的に実施します。

洗管作業のようす

ドレン作業のようす
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　市民にとって関心の深い水質検査結果について、水質検査の検査内容・頻度などを
定めた「水質検査計画」を策定し、ホームページで公表します。
　また、「水質検査結果」についてもホームページで公表し、水道利用者の皆様に分か
りやすい情報提供に努めます。

◆水質検査計画の策定と公表、水質検査結果の公表◆【新規】
　毎年度の水質検査計画の策定及び水質検査結果について「水質試験年報」を作成し
ホームページで公表します。

主要施策⑦：分かりやすい水質情報の提供

＜水道部ホームページの検索画像＞

⑧

⑦

主要施策

主要施策
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　給水装置工事は、給水管の取出し等で水道管を損傷させないこと、使用者への給水
に不具合を生じさせないこと、水質を確保し公衆衛生上の問題を起こさせないこと等
から、適切な施工が求められます。
　このため、給水装置工事や給水装置の不具合など、宅内の水道に関する工事は野田
市指定の給水装置工事事業者でなければ実施することができません。給水装置工事の
審査や検査に当たっては、野田市給水装置工事施行基準に照らし合わせ、給水装置の
設計と施工が適正に行われるよう指導を行います。
　また、定期的に指定給水装置工事事業者への研修会を開催し、野田市給水装置工事
施行基準の周知を図ります。

◆野田市給水装置工事施行基準に基づいた施工業者への指導◆【継続】
　申請から竣工までの施工に係る必要な事項を定めた野田市給水装置工事施行基準の
遵守及び周知について、強化を図り給水装置工事の事故防止に努めます。

◆指定給水装置工事事業者に対する定期的な研修会の開催◆【新規】
　給水装置工事の事故防止及び誤接続等の不正工事による水質事故防止について、定
期的な研修会を開催します。

◆指定給水装置工事事業者の登録情報の提供◆【継続】
　市民の皆様が利用しやすいように、最新の野田市指定給水装置工事事業者の登録情
報をホームページにおいて提供します。

主要施策⑧：給水装置工事施行基準の周知徹底
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（２）適切な水源保全の推進

　上花輪浄水場の水源である江戸川は、流域における都市化の影響により、夏季にお
いては消毒副生成物の前駆物質やかび臭、冬季においてはアンモニア態窒素等の濃度
が上昇することがあります。
　これらの水質に対して、北千葉広域水道企業団の高度浄水処理方式は、現在の上花輪浄水
場の処理方式に比べ、特に消毒副生成物やかび臭物質に対する大幅な水質改善が図れます。
　また、令和元年度の八ッ場ダム完成により権利水量が増え、上花輪浄水場における浄水
費用より安価な北千葉広域水道企業団の受水量を権利水量限度まで増量することにより、
水質及び水量の安定が図れます。さらに、浄水量低下による浄水費低減も図れます。
　これらのことを踏まえ、北千葉広域水道企業団からの受水量を増量することを検討
するとともに、老朽化が進む上花輪浄水場の休止又は廃止時期について検討します。

◆北千葉受水量増量の検討◆【新規】
　水源水量の安定的確保として、北千葉広域水道企業団からの受水は水質・水量的に
も合理的で有効な手段であるため、受水量割合の増加を検討します。

◆上花輪浄水場の休止又は廃止時期の検討◆【新規】
　老朽化が進む上花輪浄水場については、使用に耐え難くなったと認められた時点又
は経営面において維持管理費を含め経営バランスの維持が困難と判断した時点におい
て、休止又は廃止する考えであるため、その時期の検討を行います。なお、令和６年
度までには休止又は廃止することとし、コスト削減に努めます。

主要施策⑨：受水量割合増加の検討

休止又は廃止時期の検討
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北千葉広域水道企業団高度浄水処理方式フロー図
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北千葉広域水道企業団の高度浄水処理
出典：北千葉広域水道企業団ホームページ
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す。
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します。

薬品を入れて泥などをフロック
（泥やゴミが薬品と一緒に固
まったもの）にして沈めます。

高度浄水処理水を
砂の層に通してさら
にきれいにします。

きれいになった水
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有機物を吸着して取り除き、さ
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高度浄水施設

接合井
沈砂池

取水ポンプ室

導水管

着水井 薬品沈澱池

取水
ポンプ



第6章　基本目標実現のための主要施策第6章　基本目標実現のための主要施策

第
六
章

安
全
安
全

第
六
章

（３）安全対策の強化

　現在、上花輪浄水場に各浄水・配水場の施設稼動情報や監視カメラ情報などの各種
情報が集中しており、水道部職員が勤務している中根配水場に転送していることによ
り、情報の遅れや転送するための費用面での非効率化が見えてきました。
　このため、上花輪浄水場の休止又は廃止を計画していることに伴い、各種情報を中
根配水場にて一元管理し、迅速な応答性の確保とセキュリティ管理のレベルアップを
図り、安全対策の向上に努めます。
　また、現在は上花輪浄水場に常駐している運転委託業者を中根配水場に再配置を行
い、水道部との迅速な連携を実現し、委託費用の軽減も図ります。

主要施策⑩：セキュリティ対策の充実など

上花輪浄水場　各種情報が集中している操作室

中根配水場　操作室

一元管理
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◆各種情報を中根配水場で一元管理◆【新規】
　現在、上花輪浄水場で集中監視している各種情報及び施設運転管理業務を中根配水
場に移し、一元管理を進めます。

◆セキュリティ管理の強化◆【新規】
　「持続：主要施策⑪◆配水池及び送配水設備の整備◆」による新たな施設の整備に合
わせて、情報セキュリティ及び防犯セキュリティの強化を図ります。

◆運転管理の迅速化◆【新規】
　各種情報を中根配水場で一元管理し、運転管理の迅速性を向上させます。また、運
転委託業者を中根配水場に配置し、委託費用の軽減を図ります。
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（４）小規模貯水槽水道の適正管理と直結給水方式の普及

　貯水槽水道の管理は設置者に委ねられております。
　有効容量が１０ｍ３を超える貯水槽は、水道法で簡易専用水道と規定され年１回の清
掃と定型的な検査が義務付けられております。　（水道法第３４条の２、同法施行規則第５５条）
　貯水槽容量が１０ｍ３以下の小規模貯水槽水道は水道法による規制はありませんが、
「野田市給水条例」により、水道法に準じた管理と検査を求めております。
　引き続き、環境保全課との連携を図りながら、適正な管理が遂行されるよう設置者
や管理責任者への指導・助言を徹底します。

◆設置者や管理責任者への指導・助言の徹底◆【新規】
　小規模貯水槽水道の管理状況の把握、貯水槽水道の検査、点検、清掃及び異常時の
対応などについて、設置者や管理責任者への指導・助言を徹底します。

主要施策⑪：小規模貯水槽水道の適正管理
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貯水槽水道の
しくみと管理区分

配水管 水道メーター

受水槽

受水槽

高架水槽

揚
水
管

給水管

給水
ポンプ

給水装置
（水質管理は水道部）

貯水槽水道
（水質管理は設置者）貯水槽水道設置者の施設

（施設管理は設置者）
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　小規模貯水槽水道や貯水槽水道における受水槽・高架水槽の衛生管理が適正に行わ
れない場合、衛生面における問題発生のおそれがあります。
　貯水槽を使わず給水する直結給水により、衛生面の問題は確実に解消されること及
びおいしい水を直接お届けできることから、直結給水の普及に取り組みます。
　また、設置者が目的・ニーズに合った給水方式を選択できるよう直結給水のＰＲを
行います。

◆直結給水方式への取組◆【新規】
　中高層建物での直結給水を可能とし、直結給水方式の適用要件の整理、施行基準の
制定を行い、直結給水方式の普及に取り組みます。

主要施策⑫：直結給水方式の普及・ＰＲ

申請に伴い適正な審査 ・ 承認等事務手続きを随時実施
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◆直結給水方式のPR◆【新規】
　ホームページや市報により、直結給水方式のPRを積極的に行います。

＜水道部ホームページの検索画像＞
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健全かつ安定的な事業運営及び水道サービスの
【持続】可能な水道

野田の

みずかちゃん
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６．２　健全かつ安定的な事業運営及び水道サービスの【持続】可能な水道

★デザインビルド方式の検討

★基本料金及び従量料金の検証

★ループ化整備個所の優先順位の決定と整備促進
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